
利用者の皆様へ

公民館などの休館日が変わります

平成２８年４月から休館日が以下のとおり変更となります。

【変更後の休館日】

①月曜日・祝日・毎月第３日曜日

②12月29日から翌年の１月３日まで

③市長または教育委員会が管理上必要と認める日

【休館日が変更となる施設】

○金谷・初倉・六合公民館

○大津・伊久身農村環境改善センター

○北部・初倉西部ふれあいセンター

○川根地区センター

平成２８年４月の予約申し込みが平成２８年２月から開始されますので、

休館日にご注意ください！

詳しくは各公民館窓口又は社会教育課にお尋ねください。

島田市教育委員会 教育部 社会教育課 TEL0547-46-5625


